
   

岩手県教育委員会訓令第９号 

事務局 

教育機関 

 岩手県教育委員会服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成 18 年３月 31 日 

岩手県教育委員会 

委員長 安 藤   厚 

   岩手県教育委員会服務規程の一部を改正する訓令 

 岩手県教育委員会服務規程（昭和 40 年岩手県教育委員会訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同 

表の右欄に掲げる者又はその職務を代理する者をいう。 

教育次長、参事、本庁の

室長、総括課長及び局付 

 ［略］ 

高校改革推進監及び全国

スポーツ・レクリエーシ

ョン祭推進監 

 

 ［略］ 

教育事務所の職員  ［略］ 

県立博物館の学芸部長 県立博物館の館長 

県立博物館の職員 県立博物館の学芸部長 

県立美術館の副館長 県立美術館の館長 

県立美術館の職員 県立美術館の副館長 

教育機関（県立博物館及

び県立美術館を除く。以

下この号において同じ。）

の職員 

教育機関の長 

以上に掲げる職員以外の

職員 

総括課長、高校改革推進

監又は全国スポーツ・レ

クリエーション祭推進監 

 （出勤簿） 

第４条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿（様式

第４号）に押印しなければならない。 

 

 

 

 （定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 所属長 次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い、同 

表の右欄に掲げる者又はその職務を代理する者をいう。 

本庁の室長、参事、総括

課長及び局付 

 ［略］ 

教育企画室及び学校教育

室の職員（室長を除く。） 

 ［略］ 

本庁の課の職員（総括課

長を除く。） 

総括課長 

教育事務所の職員  ［略］ 

教育機関の職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育機関の長 

 （出勤簿） 

第４条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿（様式

第４号）に押印しなければならない。ただし、電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって教育長が定めるものをいう。第７条に

おいて同じ。）を使用する場合にあっては、別に定める方法



   

 

２ ［略］ 

 （出勤簿取扱主任） 

第５条 出勤簿取扱主任は、次の表の左欄に掲げる組織の区分

に従い、同表の右欄に掲げる者とする。 

 ［略］  ［略］ 

教育事務所 次長（盛岡教育事務所にあっ

ては総務課長補佐、総務担当

の係長を置く事務所にあっ

ては当該係長） 

県立総合教育センター 総務係長 

 

 ［略］ 

県立図書館 総務係長 

 

２ ［略］ 

 （欠勤、遅刻、早退及び休務） 

第６条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようと

するときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならな

い。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ所属長の承

認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なけ

ればならない。 

 （職務専念義務免除） 

第７条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭

和 26 年岩手県条例第５号）第２条の規定に基づいてその職

務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務

専念義務免除申請書（様式第５号）を所属長を経由して教職

員課総括課長に提出しなければならない。ただし、短時間等

の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認

整理簿（様式第６号）に所要事項を記入して所属長の承認印

を受けることにより、職務専念義務免除申請書の提出を省略

することができる。 

 

２ 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認

を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、そのつど職

務専念義務免除承認整理簿により所属長の検印を受けなけ

ればならない。 

 

 （部分休業の承認） 

第 10 条の４ 職員は、育児休業法第９条第１項の規定に基づ

く部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第

により出勤を申告するものとする。 

２ ［略］ 

 （出勤簿取扱主任） 

第５条 出勤簿取扱主任は、次の表の左欄に掲げる組織の区分

に従い、同表の右欄に掲げる者とする。 

 ［略］  ［略］ 

教育事務所 所長があらかじめ指定する

者 

 

 

県立総合教育センター 所長があらかじめ指定する

者 

 ［略］ 

県立図書館 館長があらかじめ指定する

者 

２ ［略］ 

（欠勤） 

第６条 職員は、欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長

の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由に

よりあらかじめ所属長の承認を得ることができないときは、

事後速やかに承認を得なければならない。 

 

（職務専念義務免除） 

第７条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭

和 26 年岩手県条例第５号）第２条の規定に基づいてその職

務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務

専念義務免除申請書（様式第５号）を所属長を経由して教職

員課総括課長に提出しなければならない。ただし、短時間等

の場合で別に定めるものについては、職務専念義務免除承認

整理簿（様式第６号）に所要事項を記入して所属長の承認を

受けることにより（電磁的方法を使用する場合にあっては、

別に定める方法により）、職務専念義務免除申請書の提出を

省略することができる。 

２ 職員は、前項の規定により職務に専念する義務の免除承認

を得た期間又は時間につき職務を離れる場合は、その都度職

務専念義務免除承認整理簿（電磁的方法を利用する場合にあ

っては、別に定めるもの）により所属長の検印又は承認を受

けなければならない。 

 （部分休業の承認） 

第 10 条の４ 職員は、育児休業法第９条第１項の規定に基づ

く部分休業の承認を受けようとするときは、育児休業規則第



   

９条第１項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出

しなければならない。 

 

 

 

 

２ ［略］ 

（修学部分休業の承認） 

第 10 条の５ 職員は、職員の修学部分休業に関する条例（平

成 17 年岩手県条例第 20 号）第２条第１項に規定する修学部

分休業の承認を受けようとするときは、職員の修学部分休業

に関する規則（平成 17 年岩手県人事委員会規則第 40 号）第

３条第1項に規定する修学部分休業承認請求書を所属長に提

出しなければならない。 

 

２ ［略］ 

 （非常事態の措置） 

第 32 条 当直員は、県若しくは職員又は児童、生徒に関する

重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災そ

の他の災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲

げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、

必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。 

 (１) ［略］ 

(２) 当該事件に最も関係の深い本庁の課の長及び総務課総 

括課長 

(３) 教育次長 

(４) ［略］ 

２ ［略］  

９条第１項に規定する部分休業承認請求書を所属長に提出

しなければならない。ただし、電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって人事委員会が定めるものをいう。次条において同

じ。）を使用する場合にあっては、別に定める方法によらな

ければならない。 

２ ［略］ 

 （修学部分休業の承認） 

第 10 条の５ 職員は、職員の修学部分休業に関する条例（平

成 17 年岩手県条例第 20 号）第２条第１項に規定する修学部

分休業の承認を受けようとするときは、職員の修学部分休業

に関する規則（平成 17 年岩手県人事委員会規則第 40 号）第

３条第1項に規定する修学部分休業承認請求書を所属長に提

出しなければならない。ただし、電磁的方法を使用する場合

にあっては、別に定める方法によらなければならない。 

２ ［略］ 

 （非常事態の措置） 

第 32 条 当直員は、県若しくは職員又は児童、生徒に関する

重大な事件が発生したとき、又は庁舎及びその附近に火災そ

の他の災害が発生したときは、次の各号に掲げる者にその掲

げる順序により直ちに連絡してその指揮を受けるとともに、

必要があるときは、臨機の措置をとらなければならない。 

 (１) ［略］ 

(２) 当該事件に最も関係の深い本庁の室課の長及び教育企 

画室長 

 

(３) ［略］ 

２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 様式第４号を次のように改める。 

様式第４号（第４条関係） 

所属長検

印 
      

休 暇 等 

職 氏 名 １日   30 日 31 日 
年次 病気特別 介護 専従

育児

休業 
部分

休業

修学

部分

休業

大学

院修

学休

業 

勤務

場所

外研

修 

欠勤 特免 休職 停職 計 出張出勤

             

             

出 
 

勤 
 

簿
（ 

 
 

月
分
） 

 

所
属              



   

             

             

             

             

             

 

             

                                                          （Ｂ３） 

改正前 改正後 

様式第５号（第７条関係） 

 ［略］ 

備考１ ［略］ 

   ２ ⑤欄には、申請内容と業務の都合等の関連につい 

て所属長が簡明に記載すること。この場合において、

教育次長、参事、本庁の室課の長、室に置く監及び 

局付並びに教育事務所長及び教育機関の長に係る  

申請については、記載する必要はないこと。 

 ［略］ 

様式第８号（第９条関係） 

 ［略］ 

備考 ※の欄には、所属長が従事しようとする者の業務と 

の関連等について意見を簡明に記載すること。ただし、 

教育次長、参事、本庁の室課の長、室に置く監及び局 

付並びに教育事務所長及び教育機関の長にあっては、 

記載の必要はないこと。 

 ［略］ 

様式第 14 号（第 16 条関係） 

 ［略］ 

 ［略］ 

岩手県教育委員会教育長 

          様 
回 

議 

教育長  総括課長 課員 

教育次長 担当課長 

 ［略］ 

 ［略］ 

様式第５号（第７条関係） 

 ［略］ 

備考１ ［略］ 

   ２ ⑤欄には、申請内容と業務の都合等の関連につい 

て所属長が簡明に記載すること。この場合において、

本庁の室課の長、参事及び局付並びに教育事務所長 

及び教育機関の長に係る申請については、記載する 

必要はないこと。 

 ［略］ 

様式第８号（第９条関係） 

 ［略］ 

備考 ※の欄には、所属長が従事しようとする者の業務と 

の関連等について意見を簡明に記載すること。ただし、 

本庁の室課の長、参事及び局付並びに教育事務所長及 

び教育機関の長にあっては、記載の必要はないこと。 

 

 ［略］ 

様式第 14 号（第 16 条関係） 

 ［略］ 

 ［略］ 

岩手県教育委員会教育長 

          様 
回 

議 

教育長  担当課長 

総括課長 課員 

 ［略］ 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この訓令は、平成 18 年４月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の岩手県教育委員会服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること

ができる。 
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